
 

 

 

宮城県宿泊税レジシステム改修補助金交付要綱 
 

 （趣旨） 

第１条 県は、宿泊税導入に伴う県内宿泊事業者の負担軽減及び宿泊税の円滑な徴収を図るこ
とを目的とし、県内宿泊事業者が行う宿泊税導入に伴って発生する既存のレジシステムの改
修又は新たなレジシステムの構築等に対して、予算の範囲内で宮城県宿泊税レジシステム改
修補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとする。補助金の交付に関しては、補
助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるものの
ほか、この要綱に定めるところによる。 

 
（定義） 

第２条 この要綱において「宿泊税」とは、宿泊税条例（令和６年宮城県条例第６０号。以下
「条例」という。）第１条に規定する、県が観光資源の魅力の増進、旅行者の受入れに必要
な環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法（昭和 
２５年法律第２２６号）第４条第６項の規定に基づき課する法定外目的税をいう。 

 
 （補助事業者） 

第３条 補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号に掲げる者とす
る。 

（1） 仙台市内を除く県内の宿泊施設について、条例第１０条第１項に規定する特別徴収義
務者としての登録を知事に申請した者又は申請する予定の者 

（2） 仙台市内を除く県内の宿泊施設について、宿泊料金が一人一泊につき六千円以上とな
る宿泊がなく、申告納入すべき宿泊税額が年間を通じて発生しないことが確実である宿
泊施設（登録義務免除対象宿泊施設）としての届出を知事に行った者又は届け出る予定
の者 

(3) 前２号に規定するほか、仙台市内を除く県内の宿泊施設の経営に関与する者で、知事
が認める者 

２ 前項第１号に規定する申請又は前項第２号に規定する届出は、第１０条第１項に規定す
る実績報告を行う日又は条例第１０条第１項若しくは附則第３条第２項に定める期日のい
ずれか早い日までに行うこと。 

 
 （交付対象等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の補助率、補助対象
経費等は、別表１のとおりとする。 

 
 （事前協議） 

第５条 １施設当たり１５０万円を超える補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業
の内容等について事前に知事と協議しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定により協議を受けた事項について必要な指示をし、補助事業の内容
等を変更させることができる。 

 
 （交付の申請） 

第６条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第１号によるもの
とし、その提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、別
表２のとおりとする。 

３ 申請者は、補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費



 

 

 

税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消
費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除でき
る部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消
費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいい、以下「消費税等
仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において
消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の申請をすることができない。 
（1） 暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員等 
（2） 県税に未納がある者 
５ 知事は、前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警本部
長宛て照会することができる。 

６ 知事は、第４項第２号に規定する県税の未納に関する事項について、県税事務所長又は
県税事務所の地域事務所長宛て照会することができる。 

 
 （交付の決定） 

第７条 知事は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、これを適正
と認めるときは、規則第４条の規定により交付の決定を行い、当該申請者に通知する。 
２ 知事は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を申請者に通知する。 
 

（交付の条件） 

第８条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（1） 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、様式
第２号により知事の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、
この限りではない。 

 イ 補助対象経費の総額の３０％以内の減額の変更である場合 
 ロ 補助事業の目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更である場合 
（2） 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第３号により知事の承認を

受けること。 
（3） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 
（4） 知事は、第１号又は第２号の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の全部

又は一部を取り消し、又は変更することができる。 
２ 前項各号に掲げるもののほか、知事は補助金の交付の目的を達成するために必要な条件
を付すことができる。 

 
 （状況報告） 

第９条 規則第１０条の規定による報告は、様式第４号によるものとし、必要に応じ別途知 
事が指示するところにより提出するものとする。 

 
 （実績報告） 

第１０条 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第５号によ
るものとし、別表３に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算 
して１か月を経過した日又は補助金等の交付を決定した年度の２月末日のいずれか早い期
日までに行うものとする。ただし、知事は必要と認める場合に別途提出期限を定めること
ができる。 

３ 補助事業者は、第６条第３項ただし書の定めるところにより交付の申請を行った場合に



 

 

 

おいて、実績報告を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになっ
た場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

 
 （補助金の交付） 

第１１条 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとし、そ
の交付に係る請求書の様式は、様式第６号によるものとする。ただし、知事は、補助事業
の遂行上必要があると認めたときには、概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするときは、様式
第７号による補助金概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

 
 （消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 
第１２条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕
入控除税額が確定した場合には、速やかに様式第８号により知事に報告するものとする。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返
還を命ずるものとする。 

 
 （財産の管理及び処分） 

第１３条 補助事業者は、当該補助金の交付対象として取得した財産を善良なる管理者の注
意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的に運用しなければならな
い。 

２ 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、
かつ、これらの書類を補助事業が完了した日に属する会計年度の終了後５年間保存しなけ
ればならない。 

３ 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で取得価格又は効用
の増加価格が５０万円以上のものを知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反
して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事
業者が補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等
に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過した場合は、この
限りではない。 

４ 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ様式第９号による財産
処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

５ 知事は、第３項の承認をしようとする場合において、補助事業者に対して、別表４に定
める金額を県に納付させることができる。 

 
（書類の提出部数） 

第１４条 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は、各１部とする。 
 
 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。 
 
   附 則  

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適用する。 
２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、
当該補助金にも適用するものとする。 

 
 



 

 

 

別表１ 補助率、補助対象経費等（第４条関係） 

補助率 補助対象経費 補助対象外経費 備考 

１０／１０ 

宿泊税導入に伴って発生する、

以下に要する経費のうち、条例

が可決された令和６年１０月

１７日以降に支出されたもの。 

 

①既存のレジシステムの改修 

 

②新たなレジシステムの構築 

 

③ハードウェアやソフトウェア 

の購入 

・国などの他の補助金の交付対 

象となっている整備に要した 

経費 

 

・システムの改修に直接要して 

いない経費 

 

・クラウド等の月額・年間使用 

料や保守料 

 

・公租公課（消費税及び地方消 

費税） 

 

・上記のほか、本補助金の趣旨 

に合致しないものなど、知事 

が適切でないと判断する経 

費 

①補助下限額は設けな

い。ただし、千円未満

は切捨とする。 

 

②複数の宿泊施設を経

営している場合、まと

めて交付申請するこ

とができる。 

 

 

 

別表２ 補助金交付申請書添付書類（第６条関係） 

添付書類 

１ 事業計画書、誓約書、県税納付状況確認同意書（様式第１号－別紙１～３） 

２ レジシステム改修等に要する経費が確認できる書類（見積書、明細書の写し

等） 

３ その他知事が必要と認める書類 

 

 

別表３ 補助事業実績報告書添付書類（第１０条関係） 

添付書類 

１ 実績報告書（様式第５号－別紙１） 

２ 補助事業の実施結果が確認できる書類（完了報告書、マニュアル、納品書の

写し、写真等） 

３ 補助対象経費が確認できる書類（契約書、見積書、請求書、領収書の写し等） 

４ その他知事が必要と認める書類 

 



 

 

 

 

別表４ 財産処分時の財産処分納付額（第１３条関係） 

財産処分納付額 

１ 有償譲渡に係る納付額は、処分制限財産に係る補助金額を上限として、譲渡

額（ただし、当該譲渡額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑定評

価額に比して著しく低価である場合において、その理由を合理的に説明するこ

とができないときは、残存簿価相当額又は鑑定評価額）に補助率（補助金交付

額が事業額に占める割合その他の適切な比率。以下同じ。）を乗じて得た額と

する。 

２ 転用、無償譲渡、無償貸付け、交換、取壊し又は廃棄の場合の納付額は、残

存簿価相当額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、鑑定評価を行う場合に

は、鑑定評価額に補助率を乗じた金額と前記の金額で高い方とする。 

３ 担保に供する処分における担保権実行時の納付額は、１における有償譲渡の

場合と同じ額とする。 

 


